
 
 

権利擁護支援地域連携ネットワーク ニュースレター 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

権利擁護支援の輪を広げる「成年後見制度市民公開セミナー」を開催しました 

廿日市市権利擁護支援地域連携ネットワーク ニュースレター〈№４〉 

【日時】令和 5年 9月 28日（木）14時から 17時 
【会場】山崎本社みんなのあいプラザ多目的ホール  
【参加者】58人（会場 34人、オンライン 24人） 
【主な内容】 
◆ 講演「成年後見制度の『ホント』のはなし」 

～「不正防止」と「私らしい暮らし」～ 
〈講師〉 
広島県弁護士会 高齢者・障害者等の権利に関する委員会委員長 
広島県成年後見制度等推進検討会議委員 
廿日市市保健福祉審議会地域共生専門部会委員 
弁護士 日野 真裕美 氏 

◆ 専門相談会 

～開催概要～ 

令和５年９月２８日、山崎本社みんなのあいプラザ多目的ホールで、「成年後見制度の『ホント』のはなし」と
題して成年後見制度市民公開セミナーを開催し、会場とオンラインと合わせて 58 人が参加しました。副題を
「不正防止と私らしい暮らし」として、広島県弁護士会所属の弁護士 日野 真裕美 さんにご講演いただきま
した。日野さんは講演の中で「大切なご家族の財産管理や福祉支援の決定など、よく知らない人に任せるのは
心配だと思う気持ちは分かる。成年後見人はご家族と一緒にご本人を支えるチームの一員なので、同じチー
ムのメンバーとして、成年後見人とコミュニケーションをとってもらいたい。後見人もご本人、ご家族のことを知り
たい。コミュニケーションを通してご家族も後見人のことを理解できて、それが安心につながると思っている」と
話されました。 
アンケートからは、「成年後見人には本人の生活を守り、本人のために動いてもらえる。お話を聞く前は難し

いと思っていたが、とても分かりやすいお話だった」との感想もみられ、成年後見制度の活用へのハードルが
下がったように感じられました。 

【発行】令和 6年 3月 22日 
廿日市市成年後見利用促進センター 

（廿日市市社会福祉協議会） 
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日野さんは柔らかい口調の中でも
「意思決定支援がより重視されるよ
うになりました」と強調されました 

◇ 受任者調整機能を整備しました ◇ 

令和５年１０月、廿日市市成年後見利用促進センターの主な４つの機能である①広報機能、②相談

機能、③利用促進機能、④後見人支援機能のうち「③利用促進機能」を高めるための取り組みとして、

受任者調整の仕組みを整備しました。 

 これは、より適切な成年後見人等が選任されることで、制度利用者がよりメリットを感じられるよう、国の利用促

進計画で整備を進められている仕組みの１つです。 

 利用者の希望、意思決定能力、生活の場面での困難さなどの情報をもとに、専門職及び廿日市市行政、中核機関で

ある市社協で受任調整会議を開き、どのような専門性を持っている人が適切であるかを協議します。令和５年１１月

に第一回の受任調整会議を開催し、市長申立てによる制度利用予定者３件の事例について協議されました。 

受任者調整とは、より適切な成年後

見人等が選任されることで、制度利用

者がよりメリットを感じられるよう、

国の利用促進計画で整備を進められて

いる仕組みの１つです。 

 利用者の希望、意思決定能力、生活の

場面での困難さなどの情報をもとに、

専門職及び廿日市市行政、中核機関で

ある市社協で受任調整会議を開き、ど

のような専門性を持っている人が成年

後見人等（受任者）として適切であるか

を協議します。令和５年１１月に第一

回の受任調整会議が開催され、市長申

立てによる制度利用予定者３件の事例

について協議しました。 

受任者調整機能イメージ図（出展：厚生労働省資料） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度、廿日市市権利擁護支援地域連

携ネットワーク推進会議（以下、推進会議）を６

月、１０月、２月に開催しました。 

第３回推進会議は２月２２日、２６人（医師

会、弁護士会、司法書士会、市福祉士会、県社

会福祉士会、民生委員児童委員協議会、障が

い福祉相談センター、及び広島家庭裁判所、広

島県西部厚生環境事務所、金融機関、地域組

織、市行政及び社協）の出席により開催し令和

５年度の振り返りと、令和６年度の取り組み方

針について協議しました。 

  

 

 

（問）登記事項証明書の代理行為目録の代理権

の確認をする際に、代理権の有無に迷ったら

どうすればよいのか？ 

（答）まず、保佐人・補助人・任意後見人が窓口

で本人の代理での手続きを求めてきて、登記

事項証明書（代理行為目録）を出してきたら、

代理行為目録の中のどの代理権を使用する

つもりなのか、質問してみたらよいと思います。

代理行為目録を上から下まですべて確認する

より、保佐人等に質問したほうが、確認する箇

所が 1カ所だけで済むからです。その際に、

保佐人等が、「どの代理権かわからない」と言

ったら、適当に申請している可能性があるの

で、注意したほうがよいと思います。また、代理

行為目録の文言が抽象的で、解釈が分かれ

ることもあると思いますが、この場合の解決策

はなんとも答えようがありません。というのも、

代理行為目録で具体的にどこまでの代理行

為が許されているかは、我々専門職の保佐人

等にも公表されておらず、我々も、行政の内

部の解釈に従うほかないからです。よって、

我々専門職の保佐人等の間でも、広島市の

A区役所では手続きができたのに、B区役所

ではできなかったということがあります。代理行

為目録についてマニュアルがあるのなら、

我々専門職も見てみたいです。 

 

（問）後見等開始の申立てをする際に、本人の

同意が得られなかったらどうすればよいの

か。 

（答）補助の場合は、本人の同意が法律上必要

です。支援者から見ればあきらかに後見制度

の利用が必要な方でも、本人が頑なに同意を

拒む場合はけっこうあります。ただ、解決策は

なく、支援者が丁寧に、後見制度の必要性を

説明するしかないです。後見・保佐の場合も、

本人の同意は法律上要求されているわけでは

ありませんが、事実上、本人の同意がないと後

見制度の利用は難しいです。ただ、重度の認

知症や精神障害の場合は、本人が後見制度

のことを理解できないので、本人の同意は不

要です。 

【令和６年度の主な取り組み等】 
１ 親族後見人支援の充実：成年後見利用促進センターの機能④後見人支援機能の一環として、親

族後見人の支援を進めます。親族が成年後見人になる場合の申立時から、受任後の手続き等につ

いてセンターで随時相談支援するとともに、専門相談会を開き親族後見人からの相談に専門職が

答えます。 

２ 市民後見人養成講座の開催：成年後見利用促進センターの機能③利用促進機能の一環として、

市民後見人養成講座を開催します。令和６年７月に講座説明会、８月から順次基礎編と実践編を開

催予定です。詳しくは令和６年６月発行の市社協広報紙「あいとぴあ」でお知らせいたします。 

廿日市市権利擁護支援地域連携ネットワーク ニュースレター〈№4〉 

◇ 令和５年度廿日市市権利擁護支援地域連携ネットワーク推進会議を３回開催しました ◇ 

廿日市市社協 

マスコット 

キャラクター 

「はつぴいくん」 

広島県弁護士会 水中委員長：成年後見人の選任において、利用者

個々の特性を把握することは重要な課題。受任調整会議でも必要な情

報をしっかり集め、身近な支援者の出席を求めるなど改善していく。

受任調整会議を通して、行政と家裁がつながることができ、現状につ

いて伝えられる機会になったと言える。 

高齢者や障がい者等を家族、地域でフォローをしてきたが時代と共

に難しくなり、家族、地域での見守りする体制の再構築が求められて

いる。国も親族後見人を増やしていく方向で考えているが、手続きが

煩雑になるなど親族後見人のメリット 

 

家庭裁判所 次席書記官 別府 氏：家庭裁判所 次席書記官 別府

さん：本人にどんな支援が必要か、成年後見人等の候補者が本人の課

題と合っているかを裁判所は審判をする際に見ており、そこが一致し

ていれば円滑に審判ができる。 

親族後見人から報告書の書き方を尋ねられることがあるが、家庭裁判

所は報告書を通じて監督する立場なので形式面以外は答えかねる場

合がある。この部分を市町で親族後見人へ支援をしていただけると大

変助かる。どのような支援が本人のためになるのか、後見人への支援

について一緒に考えていきたい。 

推進会議に出席し、法律、制度だけでなく色々な想いの中で当事者を

支援されていると実感した。市民後見人養成講座、親族後見人の支援

などの場面でより連携していきたい。 

廿日市市金融機関懇談会 清水委員：成年後見利用促進センタ

ー及び市民後見人養成講座の広報活動について、当行だけでな

く廿日市市内の金融機関への協力を依頼できるよう、調整でき

た。他の取り組みも市内の金融機関と共有していきたい。 

が見えにくい。推進会議を通して専門職、行政、社協が協力して

親族後見人の支援体制を充実させていきたい。 


